
ご提案書 

２０２１年以降、水銀ランプの 

製造・輸入・輸出が禁止に！！ 

クレーンの照明に水銀ランプをご使用のみなさまへ  
 

株式会社志磨テック 

TEL（093）-631-3061    FAX（093）-631-4372 

 E-mail : eigyou@shima-tec.co.jp  U R L  : http//www.shima-tec.co.jp 

 

 

「水銀に関する水俣条約」または「水銀条約」の規制について 

「水銀条約」は水銀や水銀を使用した製品の製造と輸出入を規制する国際条約で、 

２０１３年に正式採択・署名されました。この条約は、水銀汚染の防止を目指すもので 

具体的には、水銀を使った製品の製造や輸出入が２０２１年以降、原則禁止となります。 

 

※長寿命・省エネ以外にも、 
 

環境にやさしい、発熱量が少ない、 
 

応答性が良い、虫が寄ってこない など 
 

さまざまな、特長、メリットがあります。 
 

〒807-0813 福岡県北九州市八幡西区夕原町4番6号 


